
   

 

 

 

 

 

 

9 月に行われた、『市長と語るまちづくり懇談会』のテーマのひとつに【川路の里山管理・保全に向けた支援のお願い】があり、市

からの回答で、「森林経営管理制度」を活用する案が提案されました。今回、市から川路まちづくり委員会に【森林経営管理制度】の

説明があったので報告します。 

【と き】令和６年９月２４日（火） 

【場 所】川路公民館 

【参加者】飯田市林務課：島岡章弘 

技師・壬生健太 主事、飯伊森林組

合：太田俊之 課長・秦和哉 市林政

アドバイザー、まちづくり委員会：

中島良彦 会長・小林好雄 副会長、

自治振興センター：増田寿匡 所長  

【ようす】 

  中島良彦会長から、川路まちづ

くり委員会が令和２年から検討を

進めてきた『川路里山管理組合』検

討案について説明➡右参照 

※ポイントは、 

１．里山の虫食い的な開発防止    

２．無責任な人への転売防止 

 

森林経営管理制度について市か

ら下図にて説明 

※ポイントは、 

１．この制度を活用すれば、市が森林所有者に対して所有森林の管理について意向調査を行う。 

２．山林所有者が山林を管理できない場合は、希望すれば所有者負担なく市や事業体に整備を委託することができる。 

３．この制度を使い里山

の整備が実際にできる

のは、予備調査から行い、

4、５年後からとなる。 

４．この制度では、地区

が望まない山林の売却を

防止することまではでき

ない。 

補足 

・前述のように時間がかか

るのは、予備調査を行い、

現地調査、境界の明確化、

適・不適の判定等が必要な

ためとのことです。 

 

 

 

各戸配布 

『みんなで支える 豊かな川路』の実現！   ２０２４年（令和６年）１０月２３日  

川路まちづくり役員会便り 第 50 号 

【森林経営管理制度説明会】 

つ  既存制度
既 

山林の境界線は所有者自身
も分からないケースが多い
のではないでしょうか。相
続人は言わずもがな？ 

 



１０月度定例役員会の前段で、JR 東海と飯田市リニア推進課から「リニア要対策土仮置き場」について説

明会が行われました。 

すでに組合回覧がされていますが、１０月２９日（火）１８時３０分から川路公民館に於いて JR 東海と市

リニア推進課から地元住民の皆さんへの説明会が予定されていますので、多くの皆様に参加していただきた

いです。 

今回、１０月度定例役員会での様子を概略報告します。 

 

【と き】令和６年１０月１日（火）１９時～ 

【場 所】川路公民館 

【参加者】説明：JR 東海㈱、飯田市リニア推進課  

出席：川路まちづくり役員会、ｾﾝﾀｰ所長 

【ようす】 

・要対策土とは？ 

 ➡トンネル工事で出た土を自然由来の重金属等の  

調査を実施した結果、基準に適合しない土の  

こと。対策を施した上で処理・活用します。 

 

・どこの土？ 

➡中央アルプストンネル（松川）風越山トンネル（黒田、上  

郷）の工事で出た「要対策土」です。 

 

・どこが仮置き場？ 

➡右図：久米川橋梁南側（面積：約 1,500 ㎡ 土量：約 3,000 ㎥） 

 

・いつまで置くの？ 

➡開始予定：R7 年頃～ 松川工区：R11 年頃まで 

 黒田、上郷工区：未定 

 渇水期（10 月～5 月）は土量の制限を設けない。 

 出水期（6 月～9 月）は当面 1,000 ㎥以下（1 日で運び 

出せる土量 ダンプ 30 台程度） 

※ 浸水が想定される場合は、仮置き場から松川工区の

ストックヤードへ 1 日で全て搬出するとのこと。 

仮置き場の要対策土は、自社用地へ使うことを考えてい 

る。 

仮置き場の容量を超える場合は、可児市（岐阜県）にあ

る処理施設で処理する。 

 

・仮置き場の対策はどうするの？➡上図： 

 地面はアスファルト舗装により水分の浸透を防止 

 要対策土は、遮水シートにより雨水の浸透を防止 

 周囲には、外からの雨水流入を防ぐ側溝、水質モニタリングのための観測井戸を設置します。                                                                                                     

10 月役員会で【JR リニア要対策土仮置き場説明会】開催 

自然由来って、 

そもそも自然界に存在するも

のであり、人の体内にも微量

に存在するものだそうです！ 


